
紙折り機賃貸借仕様書 

 

１ 事業名    

紙折り機賃貸借 

 

２ 機 種 

   （１）本体 デュプロ DF－９９９又は次項の「３ 仕様」に示す仕様以上の

性能を有する機種 １台 

 

３ 仕 様 

   （１）１分間に２６０枚以上処理ができること 

   （２）A３サイズから B６サイズの処理が可能であること 

   （３）用紙の自動サイズ検知機能を有すること 

   （４）重送検知機能を有すること 

   （５）リース料金には、機器本体の料金のほかに、設置及び撤去費用、契約期

間中の保守の費用を含むものとすること。（５年間） 

      なお、契約期間中の保守はメーカーの製品保証がある場合はその期間を

含めることを可とする。 

 

４ 賃貸借期間 

   令和６年 12月 27日から令和 11年 12月 26日まで（５年間、長期継続契約） 

 

５ 設置場所 

   栃木県那須烏山市中央１－１－１ 

   那須烏山市役所烏山庁舎２階 事務処理センター 

 

６ 契約方法 

   契約形態は賃貸借契約とし、本契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第 234条の３の規定に基づく長期継続契約とする。 

 

７ 支払い方法 

   支払いは月毎とし、所定の方法により請求・支払いをすることとする。 

 

８ 機器の搬入及び納入日について 

   落札者が責任をもって契約期間の始期までに指定場所に設置を完了させるこ 



  ととする。なお、契約期間の始期までの納入が困難である場合については、発注 

者と落札者が協議して対応を決定することとする。この場合に発生する費用につ 

いては落札者の負担とする。 

 

９ 動作試験 

   機器の設置完了後、市担当者立会いのもと動作試験を実施することとする。 

なお、試験にて異常が認められた時は落札者の負担により復旧することとする。 

 

10 保守内容 

  （１）落札者は、納入機器に異常が発生した場合、発注者からの連絡を受けてか 

ら３日以内に技術員を派遣し、納入機器を正常な状態に回復させることと 

する。 

  （２）落札者は、契約期間内において納入機器を無償で修繕（消耗品及び消耗部 

品を除く。）することとする。 

  （３）機器の故障及び異常が発生する等の不具合が多発し、落札者が必要と認め 

る修理、調整が月４回以上行われ、発注者の業務に支障をきたす恐れがあ 

ると認められる場合は、協議の上、落札者は機器の交換を行うこととする。 

なお、機器の交換に係る費用等については落札者が負担することとする。 

 

11 特約事項 

   この契約は、地方自治法第 234条の３及び地方自治法施行令第 167条の 17 

の規定に基づく長期継続契約であり、この契約を締結した翌年度以降において 

当該契約に係る予算額の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除 

することができるものとする。 

 

12 その他 

   本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議のうえ定めることと 

する。 

 

 


